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Abstract: This study aims to analyze the components of Time-Shared Streets and clarify the characteristics and issues of Time-Shared 
Streets. Conduct an online survey, including Google Street View, targeting 47 routes that utilize the road occupation permit system and 
prohibit the use of automobiles during certain hours in Japan. The results of this survey will serve to provide useful insights for local 
governments and businesses to propose and consider Time-Shared Streets as a solution to the problems inherent in Japan's people-
centered road space. 
 
１-１.研究の背景及び目的 

近年，国内の道路空間は，車中心から「人中心の道

路空間」へ転換し，「居心地が良く歩きたくなるまちな

か」を形成することが求められている 1)．それに伴い，

賑わいのある道路空間構築のため，道路占用許可関連

制度 2)の活用による滞留空間の創出が加速している［１］． 
しかし，歩道が存在しない道路や，歩道が狭小であ

るなどで滞留空間の創出が歩行者の円滑な通行を阻害

するような道路は，「人中心の道路空間」の実現に限界

が生じつつあると考える．また，商業地では，荷下ろ

しに対応するため［２］の荷捌機能の確保も，併せて検討

する必要があると考える． 
 こうした現状に，「タイムシェアードストリート（以

下，TSS：Time-Shared Street）」（Figure.1）は，商業

地におけるストリートモデルとなると考える．本稿に

おける TSS の定義は，❶道路交通法第八条に基づき，

特定の時間帯において自動車等の車両通行を禁止し，

❷道路占用許可関連制度を活用する道路である．TSSは，

道路空間全体を滞留及び歩行空間として活用できるた

め，道路空間活用の促進及び荷捌機能の確保が可能と

なる．また，2025 年には，国土交通省は「歩道と路肩

等の柔軟な利活用に関するガイドライン 3)」を策定し，

車道部を含めた道路空間の利活用及び時間帯別の使い

分けに関する方向性を示唆している． 

今後，「人中心の道路空間」を拡大するためには，TSS

の導入・拡充が必要となる．TSSの導入・拡充には，時

間特性ごとにその構成要素を分析し，実現に向けた具

体的な指針を提示する必要があると考える． 

本稿では，国内における TSS の全 47路線を対象に，

構成要素を分析し，その特徴及び課題を明らかにする． 

１-２.研究の方法 

Google ストリートビュー調査により，国内における

TSSの構成要素を明らかにする． 

研究対象は，道路占用許可関連制度を活用する路線

のうち，標識及び看板を確認し，特定の時間帯で自動

車等の通行を禁止する路線（47路線）とする． 

２.タイムシェアードストリートの構成要素 

TSS の整備においては，歩行及び滞留空間の創出に

必要な道路幅員の確保，交通規制時間の設定，歩車道

境界の扱い及び車両侵入時の交通規制が重要だと考え

る．そこで本章では，Google ストリートビュー調査に

より，TSSの構成要素として①道路幅員，②交通規制時

間，③一方通行の交通規制，④道路形状の４項目を分

析し，TSSの特徴及び課題を示す． 

２-１.道路幅員 

道路幅員は，１m毎で集計すると，８m 以上９m未満

が８件と最も多く，次いで５m 以上６m未満及び７m 以

上８m未満が７件であった（Table.1-①）．このように

５m 以上の道路幅員を持つ道路が多いのは，十分な滞

留及び歩行空間を確保するためだと考える．そのため，

立地特性から見て，十分な道路幅員が確保できるかを

検討する必要があると考える． 

また，車両通行帯幅員は，平均6.9m と比較的狭小で

あり，幹線道路としての機能は有さないと考える．そ

１：日大理工・学部・建築 ２：日大理工・院（前）・建築 ３：日大理工・教員・建築 
Figure．1 「タイムシェアードストリート」の定義 

①特定の時間内において自動車等の車両通行を禁止する
②道路占用許可関連制度（以下に示す）を活用する
　道路占用許可の特例（都市再生特別措置法・中心市街地活性化法）
　国家戦略道路占用事業・道路協力団体制度・歩行者利便増進道路制度
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のため，TSSは自動車交通量が少ない道路を選定し，活

用すると考える．これにより，周辺の道路ネットワー

クへの影響が抑制されると考える． 

２-２.交通規制時間 

交通規制時間が 20 時間を超える比較的長時間の路

線では，全路線が午前10 時から翌日午前７時に交通規

制を行う（Table.1）．これは，沿道店舗の営業時間を

外し，従業員の勤務時間に合わせることで，荷物を搬

入するためだと考える．また，交通規制時間が 12 時間

以下と比較的短い路線では，３件を除き 10 時から 22

時に交通規制を行う（Table.1）．これは，沿道店舗の

営業時間に道路占用によりオープンテラスの設置等を

行い，滞留空間を創出するためだと考える． 
さらに，曜日や季節により交通規制時間を変更する

路線がある．季節ごとに交通規制時間を変更する道路

は， 冬季（10月〜３月）の規制終了時間を夏季（4 月

〜9月）より１時間早めている．これは，冬季は日が短

いため，歩行者交通量や占用物の管理の観点から規制

時間も 1時間早めていると考える． 
２-３.一方通行の交通規制 

一方通行の交通規制のある路線は，38/47 件であっ

た（Table.1-②）．これは，交通規制時間外の侵入車両

数を減らし，歩行者の安全性や滞在環境を向上するこ

とで，歩行者回遊の促進に寄与するためだと考える．

TSSは，道路幅員が比較的狭小のため，一方通行の交通

規制を行うことが適切だと考える． 

２-４.道路形状 

 道路形状は，フルフラット 4)の路線が 31/47 件と最

も多く、次いで歩車道境界のある路線が 14/47 件であ

った（Table.1-③）．フルフラットは，交通規制時間に，

歩行空間と滞留空間を区別せず，道路全体を人の空間

として一体的に扱うためだと考える．フルフラットの

路線では，安全性確保を目的に，ボラードを設置する

などの措置を取る路線も見られる． 

また，カーブサイド道路 5)は２/47 件であり

（Table.1-③），近年の車道を活用する動きから，今後

TSSが応用されると推察する． 

３.まとめ 

TSS の特徴は，①道路幅員は５m 以上を必要とする

こと，②交通規制時間は沿道店舗の営業時間及び荷物

の搬入時間を踏まえた検討が必要であること，③一方

通行の交通規制があること，④フルフラットの整備を

していることである．道路幅員は十分な滞留及び歩行

空間の確保，交通規制は歩行者の安全性向上及び滞留

空間の拡大，フルフラットの整備は道路空間の視覚的

連続性及び一体感の確保が目的だと考えられる． 
また，TSSの課題は，歩行者の安全性向上及び道路空

間の一体感の確保を両立した設えの検討である． 
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年（最終閲覧日：2025．9．18） 
2) 本稿では，道路占用許可の特例（都市再生特別措置法），国家戦略道路占用

事業，道路占用許可の特例（中心市街地活性化法），道路協力団体制度，歩
行者利便増進道路制度の５制度を道路専用許可関連制度とする． 

3) 国土交通省「歩道と路肩等の柔軟な利活用に関するガイドライン」
https://x.gd/XcAZh ，2025 年（最終閲覧日：2025．10．１） 

4) 本稿では，フルフラットは歩車道境界を示すものがない道路とする． 
5) 本稿では、カーブサイド道路は歩道がなく路肩のみの道路とする． 

Table．1 タイムシェアードストリートの構成要素 
都道府県 市区町村 路線 道路幅員(m) 車両通行帯幅員（m）一方通行

道路形状 交通規制
時間（h）

歩行者専用となる時間帯（時） その他 グラフフルフラット 歩車道境界有 カーブサイド 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 福井県 福井市 中央1-337（路肩部分） 9.6 9.6 21
2 群馬県 前橋市 前橋中央通り商店街（前橋市道02-386号線） 10 10 20
3 群馬県 前橋市 弁天通り商店街（前橋市道02-165号線） 10 10 20
4 栃木県 宇都宮市 市道３号線及び１１３６号線（オリオン通り） 11.6 11.6 20
5 和歌山県 和歌山市 和歌山市道北ぶらくり丁線 7.4 7.4 20
6 福岡県 北九州市 市道魚町8号線 5 5 20
7 福岡県 北九州市 市道魚町9号線 6.4 6.4 20
8 京都府 京都市 市道蛸薬師通（府道下鴨京都停車場線～市道新京極通） 7 7 16

9 東京都 新宿区 特別区道１１－７０(モア４番街)　 23.75 5
14 平日
6 日曜休日の4月~9月
5 日曜休日の10月~3月

10 東京都 台東区 特別区道 下第１０２号線 6.5 6.5 13
11 東京都 台東区 特別区道 下第１０３号線 5.3 5.3 13
12 兵庫県 神戸市 市道若菜神戸駅線 15.8 4.2 13 貨物車両に限る
13 群馬県 高崎市 市道Ａ５７２号線歩道部（鞘町86番地～鞘町18番） 9.8 9.8 12
14 群馬県 高崎市 市道Ａ５７２号線歩道部（新紺屋町15番地1～寄合町28番地2） 9.2 9.2 12
15 東京都 台東区 浅草六区ブロードウェイ 15.6 6.4 12
16 福岡県 福岡市 船場町１号線・６号線 12 5.2 12
17 福岡県 福岡市 魚町11号線 4.8 4.8 12
18 富山県 富山市 市道区画街路2809号線（総曲輪通り） 8.1 8.1 11
19 山口県 下関市 市道唐戸町1号線 6.9 6.9 11
20 山口県 下関市 市道唐戸町2号線 5 5 11
21 和歌山県 和歌山市 和歌山市道新南4号線 5 5 10
22 和歌山県 和歌山市 和歌山市道新南6号線 5 5 10
23 和歌山県 和歌山市 和歌山市道新南26号線 5 5 10
24 東京都 千代田区 日比谷仲通り等 16.5 7 10 土日祝
25 広島県 福山市 市道福山駅前2号線 8.5 8.5 10
26 広島県 福山市 市道元町延広1号線 8.5 8.5 10
27 広島県 福山市 市道霞1号線 8.5 8.5 10
28 広島県 福山市 市道胡町船町線 8.5 8.5 10
29 福岡県 福岡市 市道天神20号線の一部 16.5 3 9
30 福岡県 福岡市 市道天神23号線 4.2 3 9
31 広島県 尾道市 市道本通線 9.3 9.3 9
32 広島県 福山市 市道三之丸2号線 8.5 8.5 9
33 広島県 福山市 市道三之丸3号線 8.5 8.5 9
34 福岡県 福岡市 市道天神21号線 12.6 3.6 8
35 福岡県 福岡市 市道天神15号線 16.4 3 8
36 福岡県 福岡市 市道麦野1531号線の一部 7.5 7.5 7
37 静岡県 静岡市 市道呉服町通線 15.4 5.9 7 土日祝
38 静岡県 静岡市 市道七間町通線 15.4 5.9 7 土日祝

39 東京都 千代田区 丸の内仲通り等 16.9 7 4 平日
6 土日祝

40 山口県 周南市 市道銀南街線 8.6 5.5
41 宮城県 仙台市 市道国分町2号線 5.5 5.5 5
42 宮城県 仙台市 市道虎屋横丁線 6.6 6.6 5
43 山口県 下関市 市道豊前田町2号線 7.9 7.9 5
44 福岡県 福岡市 黒崎10号線・熊手５号線 11.4 11.4 不明
45 福岡県 福岡市 市道上川端町326号線 7 7 不明
46 福岡県 福岡市 市道上川端町327号線 7 7 不明
47 福岡県 福岡市 市道上川端町322号線 7 7 不明

合計（件） - - 36 31 14 2 - 【凡例】

n=47
あり
36 件（76.6％）

なし
11 件（23.4％）

 ②一方通行の交通規制の有無

 ③道路形状

 ①道路幅員

n=47

歩車道境界有
14 件（29.9％）

フルフラット
31 件（66％）

カーブサイド
2件（4.3％）

都市再生特別措置法 国家戦略道路占用事業道路協力団体制度 歩行者利便増進道路制度

交通規制の条件一方通行道路幅員(m)路線市区町村都道府県 車両通行帯
幅員（m）

交通規制の時間帯（時）道路形状
歩車道境界有フルフラット カーブサイド

交通規制
時間（h） グラフ

4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

（件）

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23（m）

TSS
の
件
数

道路幅員

1 1 1 1
2

7

8

4

5

4

2

1
2 2 2 2

1
1
1 1

3 1
3

1
1 1
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